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　遺族付加年金 “ きずな ” の請求について…

一部繰上償還 ６月５日、12 月５日
 受付締切り
全 額 償 還  毎月５日受付締切り

特別償還（繰上償還）について

住宅・災害貸付金の償還期間変更について

万が一の保障・長期休職 病気やケガによる医療費

　期末勤勉手当併用償還を選択している方は、賞与月（6 月・12 月）のみ一部繰上償還をすることができます。（※）

（※） 住宅借入金等特別控除の適用となっている方で、償還期間の変更または一部繰上償還をしたことにより、償還期間が 10 年（120 回）未満となっ
た場合は「住宅借入金等特別控除」の対象外となりますのでご注意ください。

次の貸付を償還している方

各所属所の共済事務
担当者に連絡をして
ください。

後日、必要書類が
お手元に届きます。

請求書・必要書類を
提出してください。

万一のことがあった場合
家族の生活費への準備

遺族付加年金 “ きずな ”（生命保険部分）
きずなプラス・生活応援給付

病気やケガの入院・手術費用
医療保障保険（基本部分）

医療保障保険（給付拡大部分）
遺族付加年金 “ きずな ”（損害保険部分）

病気やケガによる就業障害や
精神障害による休職時の生活費

長期療養給付

大きな費用が想定される病気
三大疾病 (特定疾病) 悪性新生物（がん）※・急性心筋梗塞・脳卒中

重病支援給付

・遺族付加年金 “ きずな ” の新規加入・更新募集は毎年
5 月～ 7 月にかけて行います。

・すでにご加入の方で、加入内容の変更または脱退を希
望される方は、お手続きをお願いします。

・加入内容の変更がない方も、意思確認のため申込書の

ご提出をお願いします。
　（申込書のご提出がない場合は現在の加入内容での自

動更新となります。）
・保険期間は 1 年間となり、原則期間途中での脱退（退

職は除く）等はできません。

遺族付加年金 “きずな” の新規加入・更新が間もなく始まりますので、この機会にお申込みをお願いします。

期末勤勉手当併用の方

住宅貸付

在宅介護対応住宅

災害貸付

特例災害貸付

一部繰上償還 毎月５日受付締切り

全 額 償 還  毎月５日受付締切り

毎月償還の方

※「重病支援給付の主契約部分（特定疾病保険金）」及び「７大疾病保障特約」には、
　悪性黒色腫以外の皮膚がんは含まれません。
　「がん・上皮内新生物保障特約」には、悪性黒色腫以外の皮膚がんも含まれます。

遺族付加年金 “ きずな ” は共済組合の長期給付事業・短期給付事業の補完を目的として、昭和 51
年に発足した任意でご加入できる制度です。

残存する償還回数の範囲内で期間の短縮や毎月・期末勤勉手当償還の割合を変更することができます。（※）

受　　付：５月（６月５日締切り）・11 月（12 月５日締切り）
提出書類：「住宅・災害貸付金償還期間等変更申出書」を共済事務担当課までご提出ください。
　　　　　申出書はホームページでも取得できます。

遺族付加年金 “ きずな ”

遺族付加年金　“ きずな ”

老後の経済的な準備 健康のために
老後の生活資金を計画的に準備

積立年金プラン
ご加入者やそのご家族の方の健康な体づくりをサポート

健康づくりサポート

ステップ① ステップ② ステップ③

制度内容の詳細等は毎年５月～７月に配付される「遺族付加年金 “ きずな ” のご案内」パンフレットをご確認ください。
【制度内容等についてのお問い合わせ】
【生保】 遺族付加年金 “ きずな ” （生命保険部分）、きずなプラス、生活応援給付、重病支援給付、医療保障保険（基本部分）、医療保障保険（給付拡大部分）、

積立年金プラン　   　TEL 03-5289-7585　（引受会社：明治安田生命保険相互会社）
【損保】遺族付加年金 “ きずな ” （損害保険部分）、長期療養給付　   TEL 03-3257-3177（引受会社：明治安田損害保険株式会社）

貸付事業からのお知らせ

希望する方は「全部・一部繰上償還承認申請書」を共済事務担当課までご提出ください。書類はホームページでも取得することができます。

遺族付加年金 “ きずな ” とは？


